
桑名市美化清掃支援事業実施要領 

 平成 29 年 6月 16 日改正  

（目的） 

 第１条 自主的に美化清掃活動を行う個人・団体等に美化清掃ごみ袋を交付し、活動を支援することに   

より、地域の良好な環境保全に資することを目的とする。  

（対象者） 

 第２条 桑名市全域において美化清掃活動を行う団体（アダプトプログラム登録団体を除く。）・個人等  

を対象とする。  

（対象場所） 

 第３条 桑名市全域の希望する公共の場所（公園・道路・河川・広場その他の公共の場所）ただし、市   

が管理する公園は除く。 

 （活動内容） 

 第４条 公共の場所での紙くず・吸殻・空き缶などを拾う美化清掃活動。（イベント等の実施に伴う美  

化清掃活動を除く）  

（申請） 

 第５条 自主的に美化清掃を行おうとする団体等は、「美化清掃活動申請書」（様式第１号）に必要事項  

を記入し、美化清掃ごみ袋の交付を受ける。  

（ごみ袋の交付）  

第６条 美化清掃ごみ袋をごみの量に応じた必要枚数を交付する。  

（ごみの収集）  

第７条 市がごみ収集車により、月曜日から金曜日の間に収集する。（年末年始を除く。） 

   附 則  

（施行期日） 

１ この要領は、平成 29 年７月１日から施行する。  

（改正概要）  

２ 美化清掃活動報告書の提出を廃止する。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



様式第１号（第５条関係） 
令和  年  月  日 

美 化 清 掃 活 動 申 請 書 
環境対策課長 

団 体 名                

代表者氏名                

代表者住所                

電 話（    ）   －      

 
下記のとおり美化清掃活動を実施しますので申請します。 

活 動 日 時 

  
 令和    年    月    日（   ） 
 午前 ・ 午後    時   分 ～    時   分 
 
 雨天の場合 （      年   月   日（   ）） 
 

活 動 場 所  桑名市 

活 動 人 員            人 

活 動 目 的 美化清掃・その他（                   ） 

ごみ集積場所 
（予定） 

別紙の通り 

ごみ袋の枚数  燃えるごみ     枚 ・ 燃えないごみ     枚 

 
※環境対策課記入欄（記入しないで下さい。） 

ごみ袋配布枚数  燃えるごみ     枚 ・ 燃えないごみ     枚 

収 集 日  令和    年   月   日（   ） 午前 ・ 午後 

収 集 個 数  燃えるごみ     個 ・ 燃えないごみ     個 

土嚢受付№   ・無 
 
 
 
※① 雨天時に清掃活動を中止する場合は環境対策課(☎ 24-1436)までご連絡ください。 
※② 余ったごみ袋は、次回以降の清掃活動にご利用ください。 
※③ ごみ集積場所は清掃活動場所の近くで安全に収集できる場所を指定してください。 
※④ 集積場所の地図を添付してください。 

受付番号 


